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議案第32号 説明資料 

幕別町指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町指定地域密着型介護予防サービス基準条例 
（平成25年３月22日 条例第16号） 

 

第１条～第７条   略 

（設備及び備品等） 

第８条   略 

２及び３   略 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）に

は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った町長に届け

出るものとする。 

５   略 

第９条   略 

（利用定員等） 

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第19項又は

法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、

指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設においては施

設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス

（法第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密着型

サービス（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをい

○幕別町指定地域密着型介護予防サービス基準条例 
（平成25年３月22日 条例第16号） 

 

第１条～第７条   略 

（設備及び備品等） 

第８条   略 

２及び３   略 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）に

は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るも

のとする。 

 

５   略 

第９条   略 

（利用定員等） 

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第20項又は

法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、

指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設においては施

設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス

（法第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密着型

サービス（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをい
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現  行  条  例 改  正  条  例 

う。）、指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援を

いう。）、指定介護予防サービス（法第53条第１項に規定する指定介護予防

サービスをいう。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予

防支援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は

介護保険施設（法第８条第24項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは

指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定する

指定介護療養型医療施設をいう。第45条第６項において同じ。）の運営（第

45条第７項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以

上の経験を有する者でなければならない。 

第11条～第39条   略 

（地域との連携等） 

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当た

っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

 

う。）、指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援を

いう。）、指定介護予防サービス（法第53条第１項に規定する指定介護予防

サービスをいう。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予

防支援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は

介護保険施設（法第８条第25項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは

指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定する

指定介護療養型医療施設をいう。第45条第６項において同じ。）の運営（第

45条第７項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以

上の経験を有する者でなければならない。 

第11条～第39条   略 

（地域との連携等） 

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表

者、町の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する

区域を管轄する法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターの職

員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、お

おむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会

議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞

く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければなら

ない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型
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現  行  条  例 改  正  条  例 

 

 

 

 

（記録の整備） 

第41条   略 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴～⑸   略 

 

第42条～第62条   略 

（地域との連携等） 

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の

代表者、町の職員又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が所

在する区域を管轄する法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センタ

ーの職員、介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等によ

り構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊

サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け

るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要

望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの

苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実

施する事業に協力するよう努めなければならない。 

通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定

介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利

用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

（記録の整備） 

第41条   略 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴～⑸   略 

⑹ 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第42条～第62条   略 

 

第63条 削除 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して

指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供

を行うよう努めなければならない。 

第64条   略 

（記録の整備） 

第65条   略 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴～⑺   略 

⑻ 第63条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 

（準用） 

第66条 第12条から第16条まで、第22条、第24条、第25条、第27条、第29条、

第32条から第37条まで、第38条（第４項を除く。）及び第39条の規定は、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第12条第１項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第58条に

規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第27条第２

項中「この節」とあるのは「第３章第４節」と、第29条第３項及び第33条中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

第67条～第85条   略 

（記録の整備） 

第86条   略 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

 

 

 

 

 

第64条   略 

（記録の整備） 

第65条   略 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴～⑺   略 

⑻ 次条において準用する第40条第２項に規定する報告、評価、要望、助言

等の記録 

（準用） 

第66条 第12条から第16条まで、第22条、第24条、第25条、第27条、第29条、

第32条から第37条まで、第38条（第４項を除く。）から第40条までの規定

は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第12条第１項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第

58条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第27

条第２項中「この節」とあるのは「第３章第４節」と、第29条第３項及び第

33条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第40条第１項中「介護予防認知症対応型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と読み替えるものとする。 

第67条～第85条   略 

（記録の整備） 

第86条   略 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整
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現  行  条  例 改  正  条  例 

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴～⑹   略 

⑺ 次条において準用する第63条第２項に規定する報告、評価、要望、助言

等の記録 

（準用） 

第87条 第12条、第13条、第15条、第16条、第24条、第25条、第27条、第32条

から第35条まで、第37条、第38条（第４項を除く。）、第39条、第57条、第

60条、第62条及び第63条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、第12条第１項中「第28条に規

定する運営規程」とあるのは「第81条に規定する重要事項に関する規程」

と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第27条第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第33条中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

57条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第60条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と、第63条第１項中

「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは

「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状

況」と読み替えるものとする。 

第88条～第92条   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴～⑹   略 

⑺ 次条において準用する第40条第２項に規定する報告、評価、要望、助言

等の記録 

（準用） 

第87条 第12条、第13条、第15条、第16条、第24条、第25条、第27条、第32条

から第35条まで、第37条、第38条（第４項を除く。）、第39条、第40条、第

57条、第60条及び第62条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、第12条第１項中「第28条に規

定する運営規程」とあるのは「第81条に規定する重要事項に関する規程」

と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第27条第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第33条中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

40条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第57条中「介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第60条中「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者」と読み替えるものとする。 

 

第88条～第92条   略 

 

 


